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◆
対
象
者

被
災
し
た
農
地
を
管
理
す
る
個
人
、
集

落
ま
た
は
自
治
会
な
ど

◆
対
象
事
業
費

被
災
し
た
農
地
の
う
ち
国
庫
補
助
の
対

象
と
な
ら
な
い
も
の

◆
対
象
内
容

畦
畔
復
旧
、
法
面
整
形
、
農
地
の
均
平

な
ど

◆
補
助
率

費
用
の
１
／
２
以
内

※

１
箇
所
に
つ
き
20
万
円
を
上
限

◆
必
要
書
類

①
申
請
書

②
積
算
書
（
請
求
書
、
領
収
書
ま
た
は

見
積
書
）

③
被
災
状
況
が
分
か
る
写
真

④
位
置
図

⑤
申
請
者
が
複
数
の
場
合
は
関
係
者
名

簿
な
ど

◆
申
請
期
限

７
月
31
日
㈪
ま
で

※

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
地
整
備
課

☎
52
・
５
８
５
５（
直
通
）

耐
震
診
断
の
補
助

ご
自
宅
に
耐
震
診
断
士
を
派
遣
し
ま
す
。

◆
対
象
住
宅

戸
建
て
木
造
住
宅
で
、
昭
和
56
年
５
月

以
前
に
着
工
ま
た
は
熊
本
地
震
で
罹
災

し
た
も
の

◆
対
象
者

原
則
と
し
て
住
宅
の
所
有
者

◆
費

用

派
遣
費
用
の
一
部
を
補
助
し
、
か
か
る

費
用
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
図
面
が
あ
る
場
合

５
５
０
０
円

○
図
面
が
な
い
場
合

 

１
９
０
０
０
円

◆
受
付
期
間

７
月
14
日
㈮
ま
で

９
時
〜
16
時
（
土
日
を
除
く
）

※

次
回
は
９
月
頃
を
予
定
し
て
い
ま
す

（
一
財
）熊
本
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
６
・
３
８
５
・
０
７
７
１

住
宅
耐
震
化
の
補
助

◆
対
象
住
宅

氷
川
町
内
に
所
在
す
る
戸
建
て
木
造
住
宅

※

そ
の
他
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

原
則
と
し
て
住
宅
所
有
者

◆
補
助
内
容

○
耐
震
改
修
設
計

対
象
費
用
の
２
／
３
（
精
密
診
断
な
ど
）

（
上
限
20
万
円
）

○
耐
震
改
修
工
事

対
象
費
用
の
１
／
２（
上
限
60
万
円
）

○
建
替
え
工
事

対
象
費
用
の
23
％（
上
限
60
万
円
）

※

被
災
者
再
建
支
援
金
と
の
重
複
は
で
き

ま
せ
ん
。

○
耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー
工
事

対
象
経
費
の
１
／
２（
上
限
20
万
円
）

※

工
事
が
お
済
み
で
も
補
助
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
事
業
の
流
れ

①
診
断
（
一
般
診
断
）

②
設
計
（
精
密
診
断
な
ど
）

③
改
修
工
事
・
建
替
え
工
事
な
ど

建
設
下
水
道
課

☎
52
・
５
８
５
６（
直
通
）

熊
本
地
震
に
関
す
る
情
報

熊
本
地
震
に
関
す
る
支
援
、
補
助
な
ど
の
情
報
で
す

戸
建
て
木
造
住
宅

耐
震
改
修
等
事
業

熊
本
地
震
で
被
害
を
受
け
た
戸
建
て

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
や
、
耐
震
化
工
事

な
ど
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

被
災
宅
地復

旧
支
援
事
業

熊
本
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
宅
地

の
復
旧
の
費
用
を
支
援
し
ま
す
。

農
家
の
自
力
復
旧

  

支
援
事
業

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
農
地
を
農
家

自
ら
復
旧
す
る
た
め
の
経
費
を
支
援
し

ま
す
。

◆
対
象
工
事

○
復
旧
工
事

・
の
り
面
の
復
旧
工
事

・
擁
壁
の
復
旧
工
事
（
旧
擁
壁
の
撤
去
を

含
む
）

・
地
盤
の
復
旧
工
事
（
陥
没
へ
の
対
応
工

事
を
含
む
）

○
地
盤
改
良
工
事

液
状
化
が
発
生
し
た
と
み
ら
れ
る
区
域

に
お
け
る
再
度
災
害
防
止
の
た
め
の
地

盤
改
良
工
事

○
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事

住
宅
建
屋
の
基
礎
の
沈
下
ま
た
は
傾
斜

を
修
復
す
る
工
事

◆
支
援
額

50
万
円
を
超
え
る
工
事
費 ×

 

２
／
３

※
工
事
費
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
た
場

合
は
一
律
６
３
３
万
３
千
円

工
事
が
お
済
み
で
も
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し

て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

建
設
下
水
道
課

☎
52
・
５
８
５
６（
直
通
）
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